
 

(第１回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 平成 29年  7月 26日 

契 約 業 者 名 （株）テクノ阪神 

契約業者の住所 

大阪府大阪市西区靭本町１－４－５ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
31号神戸山手線神戸長田トンネル水噴霧設備補修工 

事（28-山手） 

工 事 場 所 

31号神戸山手線神戸長田トンネル 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 機械器具設置 

 

 

 

 

工 事 概 要 

トンネル天井高変更に 

対応した水噴霧装置へ 

の更新工事を行う。 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 平成 28年  7月 22日 

工 期 ( 至 ) 平成 29年  8月 10日 

契 約 金 額          116,640,000 円 

変 更 金 額           24,840,000 円 減 

変更後の契約金額           91,800,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



製作原価

　　機器費 ・水噴霧ヘッドの仕様変更を追加

据付工事原価
　　配管工 ・一部、配管工の更新を中止したため員数を削除

その他 ・数量精算等
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・一部、水噴霧ヘッドの更新を中止したため員数を削除


